
品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例（概要）

すべての人が、性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティにかかわらず、
●自らの意思によって、社会のあらゆる分野に平等に参画できる社会 ●多様な個人として尊重される社会
●その個性と能力を十分に発揮して、誰もが自分らしく生きられる社会 ●差別や暴力を受けることのない社会

１．品川区が目指す姿「ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会」とは（定義）

◆制定の目的

２．基本理念

① 人権侵害の根絶

② 多様な生き方の選択

③ 平等な参画機会の確保

④ 生活と仕事、学び、地域活動の調和

⑤ リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健
康と権利）の尊重

⑥ ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を
支える教育

⑦ 女性のエンパワーメント

⑨ 国際社会・国内での取組みに対する理解・推進

⇒ 学校教育、社会教育その他の教育の場において、ジェンダー平等
と性の多様性を尊重し合う社会を支える意識の形成およびメディア
・リテラシーの育成に向けた取組が行われること。

※ メディア・リテラシーとは、多様なメディアが伝える様々な情報を無批判に受け止めるのではなく、主体的に
読み解き、取捨選択したうえで適切に利用して発信する能力をいう。

⇒ 女性が尊厳と誇りをもって自分自身の生活と人生を決定する権利
を保障し、あらゆる参画の機会において、女性個人が持つ力を十分
に発揮できること。

※ エンパワーメントとは、「その人が本来持つ力を発揮できるように支援し、環境を整えること、または個人
として、もしくは社会集団としてあらゆる段階の経済、政治その他の分野における意思決定の場に参画し、自
律的な力を発揮すること」をいう。

⇒ すべての人の性的指向やジェンダーアイデンティティが尊重され、
性的指向やジェンダーアイデンティティを原因とした日常生活上の
困難等が解消されること。

⇒ すべての人が、妊娠、出産等のリプロダクティブ・ヘルス／ライツ
（性と生殖に関する健康と権利）を認め合い、生涯にわたり健康で自分
らしい生き方を選択できること。

⇒ 国際社会および国内におけるジェンダー平等と性の多様性を尊重

し合う社会に係る取組みを積極的に理解し、推進すること。

ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる理念を明らかにし、区民
等、教育関係者および事業者等とともに、すべての人が性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティにとらわれることなく、誰もが自分らし
く生きられる「ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会」の実現を目指す。

⇒ 性別等を理由とした差別、配偶者暴力等、ハラスメントなどの人権
侵害が根絶されること。

※ 性別等とは、性別（出生時に判定された性をいう。）、性的指向およびジェンダーアイデンティティをいう。
※ 配偶者暴力等とは、配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）、パー

ナー、交際相手である者またはあったものからの身体的、精神的、社会的、経済的または性的な暴力をいう。

⇒ すべての人が、固定的な性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行
にとらわれることなく、その個性と能力を発揮し、自らの意思と責任
において多様な生き方を選択できること。

⇒ すべての人が、性別等にかかわりなく、社会の平等な構成員として、
あらゆる分野の活動方針の立案および決定に平等に参画する機会が確保
されること。

⇒ すべての人が、家事、子の養育、家族の介護その他の生活における活
動および職場、学校、地域等における活動の調和の取れた暮らしを営む
ことができること。

⑧ 性的指向やジェンダーアイデンティティに起因する
日常生活上の困難の解消

【第２条】

【第３条】

【前文、第１条】

★23区では品川区が初

【資料６】



３．各主体の責務

⑵ 区民等、教育関係者、事業者等の責務

●区民等は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会について理解を深め、
生活、職場、学校、地域等の活動において、その推進に努める。

●教育関係者は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の推進に係る教育
の重要性を認識し、教育を行うよう努める。

●事業者等は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会について理解を深め、
事業活動を行う際は、その推進に努めるとともに、すべての人が生活および職場、
学校、地域等における活動の調和の取れた生活を営むことができるよう環境の整
備に努める。

●区民等、教育関係者、事業者等は、区が実施するジェンダー平等社会推進施策に
協力するよう努める。

⑴ 区の責務

●区は、基本理念に基づき、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の推進
に係る施策（以下「ジェンダー平等社会推進施策」という。）を総合的かつ計画
的に実施する。

●区民等、教育関係者、事業者等、国、他の地方公共団体その他の関係機関等と連
携し、協力してジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を推進する。

４．禁止事項

●性別等に起因する差別的取扱い、配偶者暴力等、ハラスメントなどの
人権侵害の禁止

●個人の性的指向やジェンダーアイデンティティに関して、公表を強
制もしくは禁止すること、または本人の意に反して公にすること（ア
ウティング）の禁止

５．情報の発信・流通にあたっての配慮

●何人も、情報の発信および流通にあたっては、性別等に起因する人権
侵害に当たる表現を用いないよう十分に配慮しなければならない。

６．推進計画の策定

●区は、基本理念を実現するための推進計画を策定し、これに基づき、
ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進施策を総合的かつ
計画的に推進していく。

●区の附属機関等における委員の男女構成について、推進計画に数値目
標を定め、積極的改善措置を講じる

●推進計画は、推進会議の意見を聞いて策定する。
●推進計画を策定または変更したときは、速やかに公表する。

９．苦情・相談の申出・対応

●区民等、教育関係者および事業者等は、区長に対し、区が実施するジェ
ンダー平等社会推進施策について苦情および相談の申出をすることがで
きる。

●区長は、苦情・相談の申出に対応するにあたっては、当該苦情・相談を
申し出た者に係る情報を保護するとともに、公平かつ適切に行うものと
する。

●区長は、苦情・相談の申出について、必要に応じて有識者に意見を聴く
ことができる。

※ 苦情・相談の対応にあたっては、専門的見地から話を聞く必要がある場合も想定されるため、苦情・相
談の内容に応じて、学識経験者や弁護士などから意見を聴く。

10．その他

●区は、将来の環境および社会的な状況の変化に対応していくため、必要
に応じて、この条例の内容を見直すものとする。

７．普及啓発および広報

●区は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の推進に関する区
民等、教育関係者および事業者等の理解を促進するために必要な普及啓
発および広報活動に努めるものとする。

８．推進会議の設置

●区は、区民等、教育関係者および事業者等と協力してジェンダー平等と
性の多様性を尊重し合う社会を推進するため、区長の附属機関として推
進会議を設置する。

●推進会議は、推進計画の策定、評価、変更その他推進計画に関する重要
事項について調査審議を行う。

●推進会議は１０人以内の委員をもって組織する。

11．施行日

●令和６年４月１日施行。ただし、推進会議の設置および苦情・相談の申
出・対応については令和６年７月１日施行とする。

【第４条】

【第５、６、７条】

【第８条】

【第９条】

【第10条】

【第11条】

【第12条】

【第14、15条】


